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行政区長について 

 

本市では、地域住民からの推薦により行政区の代表として区長をお願いし、住民と

市の橋渡し役をしていただいております。 

 

行政区長の業務 

区長は、久喜市自治行政運営要綱（別添参考）に基づき、主に次の業務をしてい

ただいております。 

・全戸配布印刷物などの配布 

 「広報くき」などの配布 

・土木事業に関すること 

 行政区内の道路・水路等の清掃作業や整備工事の連絡調整など 

・環境衛生に関すること 

   行政区内の環境整備、不法投棄、空き地の雑草の苦情等に関すること、緑の募 

金の活動協力 

・交通安全に関すること 

 道路標識・信号機・カーブミラー等の設置要望など 

・防犯に関すること 

 防犯灯の設置要望など 

・防災に関すること 

 防災訓練の参加、災害発生時の協力や被害状況の報告など 

・社会福祉事業に関すること 

 赤い羽根、歳末助け合いなどの共同募金、日本赤十字会員増強運動、社会福祉 

協議会会員募集の活動協力など 

 

区長・区長代理報償金 

区長と区長代理には、市政への協力者として３月に報償金を支給します。 

報償金の額（年額） 

・区長 基本額８万円＋1世帯当たり 500円×区の世帯数 

・区長代理 区長報償金の 3分の 1の額(区長代理が複数の場合はその額を等分) 

 

業務中の負傷等に関する補償 

区長・区長代理業務を安心して行っていただくため、市では補償保険に加入を

しております。これは、区長・区長代理業務中に怪我をし（例：活動中の転倒に

よる骨折など）、入院や通院をした場合に、補償金を支給するものです。 
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また、区長・区長代理業務中に業務に起因して生じた偶然の事故により、第三

者の生命、身体を害し、または財物を毀損等した場合（例：活動中の他人の玄関

のガラスを割ってしまったなど）は、賠償保険金を支払います。 

なお、①区長・区長代理の故意による事故、②地震などの天災による事故、③

自動車（二輪、原動機付自転車を含む。）を利用した場合の自動車事故については、

賠償の対象とはなりません。 

万が一事故が起きた場合には、下記担当までご連絡ください。 

 

【補償内容】  

〔補償保険関係〕 

死亡保険金 １，０００万円 

後遺障害保険金 死亡保険金額の１００％～４％ 

入院保険金日額 ５，０００円（事故日から１８０日限度） 

手術保険金額 入院日額の１０・２０・４０倍 

通院保険金日額 ３，０００円（事故日から１８０日以内の９０日限度） 

〔賠償保険関係〕 

種類 支払額 

身体賠償 １名につき１億円 

財物賠償 １事故につき２，０００万円 

※市の賠償責任がある場合、当該被災者に賠償保険金を支払います。 

 

自治行政運営補助金 

  市では、住民と行政との協働によりまちづくりを推進するため、地域活動を行

う行政区に補助金を交付しています。 

【補助金額】基本額７万円＋１世帯当たり３５０円×区の世帯数 

 ※区長代理を置く区で、世帯数が１５０世帯未満の場合は、区長代理報償金の額

を差し引いた額 

 【補助対象経費】 

①区の運営に係る経費（例：会議費、手当）  

②区の活動で公益性のある事業の経費（例：美化・防犯・防災活動、祭り、集会

所の維持管理） 

③その他市長が認めた事業の経費 

  

 

【問合せ】市民生活課自治振興係 金久保・清水  

電話 22-1111（内線 2621・2622） 
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久喜市自治行政運営要綱 

平成２２年３月２３日 

告示第１９４号 

（目的） 

第１条 この告示は、条例、諸規則等により市長が執行する業務その他市行政を

円滑に推進し、もって住民共同の福祉を増進することを目的とする。 

（組織） 

第２条 前条の目的達成のため別表のとおり区の名称及び区域を定め、各区に区

長を置く。 

２ 担当区域内の実情により、区に、区長代理を置くことができる。 

（職務） 

第３条 区長は、区を代表するものとして担当区域の住民と市との連絡調整機関

となり、次の業務を行う。 

（１） 市行政の連絡調整に関すること。 

ア 広報及びチラシの配布 

（２） 担当区域内における公共事業に協力し、連絡調整を図ること。 

ア 土木事業に関すること。 

（３） 担当区域内住民の福祉増進に関すること。 

ア 環境衛生に関すること。 

イ 交通安全に関すること。 

ウ 防犯に関すること。 

エ 防災に関すること。 

（４） 社会福祉事業に関すること。 

（５） 前各号のほか、市長が必要と認めることに関すること。 

２ 区長代理は、区長を補佐し、区長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

 

参考 
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（選任） 

第４条 区長及び区長代理（以下「区長等」という。）は、区域内の住民のうち

から、区域の実情に応じた方法により選出された者を市長が委嘱する。 

（任期） 

第５条 区長等の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了となっ

た場合でも後任者が就任するまでその職務を行うものとする。 

２ 任期途中で委嘱された区長等の任期は、残任期間とする。 

（報償金等） 

第６条 市は、第３条第１項各号及び同条第２項に定める職務を行う区長等に次

の表に掲げる報償金を支給する。 

区長 年額 ８０，０００円＋５００円×世帯数 

区長代理 年額 区長の報償金の３分の１の額（１００円未満切捨て）。ただ

し、区に複数の区長代理を置く場合は、区長の報償金の３分の１の

額を当該区長代理の数で除した額（１００円未満切捨て）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長等の在職期間が１年未満であるとき、又はそ

の期間に１年未満の端数があるときは月割によって計算した額を支給する。 

３ 報償金は、３月に支給するものとする。ただし、特別の事情があると認める

ときは、この限りでない。 

４ 区長等が、市長からの依頼により出張した場合には、費用弁償として久喜市

の職員等の旅費に関する条例（平成２２年久喜市条例第５５号）の例により旅

費を支給する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２３日から施行する。 

 略 

   附 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 



（算出例）２５０世帯の場合

【区長報償金】

　　８０，０００円＋（２５０世帯×５００円）

【区長代理報償金】

（１）区長代理が１人の場合

　　２０５，０００円×１／３＝６８，３３３円

区長報償金の３分の１

（２）区長代理が２人の場合

　　　６８，３３３円÷２＝３４，１６６円

区長報償金の３分の１の額を２等分する

（３）区長代理が３人の場合

　　　６８，３３３円÷３＝２２，７７７円

区長報償金の３分の１の額を３等分する

区長報償金及び区長代理報償金について

●区長報償金＝年額８０，０００円＋（世帯数×５００円）

●区長代理報償金＝区長報償金の１／３の額　※１００円未満は切捨て

２０５，０００円

（１人当たり）

６８，３００円

※100円未満切捨て

※100円未満切捨て

（１人当たり）

３４，１００円

※100円未満切捨て

（１人当たり）

２２，７００円
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【区長報償金】

80,000円 ＋　( 500円 × )＝

【区長代理報償金】

（１)区長代理が１人の場合

× １／３ ＝

※100円未満切捨て

（２)区長代理が２人の場合

区長報償金の１／３の額

÷ ２ ＝

※100円未満切捨て

（３)区長代理が３人の場合

区長報償金の１／３の額

÷ ３ ＝

※100円未満切捨て

円 円

世帯数 区長報償金額①

世帯 円

区長報償金額 区長代理報償金額

円 円

区長代理１人当り報償金額

区長報償金及び区長代理報償金　計算書

円 円

区長代理１人当り報償金額
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